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記

一　

保
険
者
は
、
高
額
療
養
費
に
係
わ
る
還
付
額
に
つ
い
て
、
対
象
者
に
通

知
を
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二　

高
額
療
養
費
の
還
付
に
お
い
て
、
受
領
委
任
払
い
の
拡
大
等
に
よ
り
、

患
者
の
窓
口
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

三　

医
療
と
介
護
に
係
る
一
部
負
担
の
合
計
が
著
し
く
高
額
に
な
る
場
合
に

も
、
同
様
の
上
限
額
を
設
け
る
新
し
い
「
医
療
・
介
護
高
額
療
養
費
制
度
」

を
設
け
る
こ
と
。

　

わ
が
国
の
犯
罪
情
勢
は
、
平
成
十
三
年
全
国
で
発
生
し
た
刑
法
犯
は
二
百

七
十
六
万
五
千
六
百
十
二
件
と
戦
後
最
高
を
記
録
し
、
過
去
十
年
間
で
約
百

万
件
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
刑
法
犯
の
九
割
近
く
を
占
め
る
窃

盗
犯
の
増
加
が
著
し
い
。
ま
た
、
過
去
十
年
間
で
路
上
窃
盗
及
び
ひ
っ
た
く

り
の
件
数
は
そ
れ
ぞ
れ
四
・
五
倍
、
三
・
六
倍
に
増
加
す
る
な
ど
、
路
上
犯

罪
の
大
幅
な
増
加
が
目
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
凶
悪
犯

や
組
織
的
窃
盗
事
件
が
増
加
し
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
全
国
へ
の
拡
散
化
傾

向
が
う
か
が
わ
れ
る
と
と
も
に
、
少
年
非
行
の
凶
悪
化
、
粗
暴
化
が
進
み
、

ひ
っ
た
く
り
の
総
検
挙
数
に
占
め
る
少
年
の
割
合
は
七
割
を
超
え
る
な
ど
、

少
年
非
行
も
深
刻
化
し
て
い
る
。

　

治
安
の
維
持
は
、
国
民
に
と
っ
て
最
大
の
社
会
福
祉
で
あ
る
。
最
早
、
犯

罪
が
凶
悪
化
、
多
様
化
、
国
際
化
す
る
今
日
の
危
機
的
状
況
を
放
置
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

従
っ
て
、
政
府
は
、
治
安
の
回
復
を
め
ざ
し
、
内
閣
が
一
体
と
な
っ
て
次

の
諸
対
策
を
速
や
か
に
実
施
す
る
よ
う
強
く
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

記

一　

来
日
外
国
人
及
び
暴
力
団
等
に
よ
る
組
織
犯
罪
対
策
へ
の
取
組
み
を

さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と
。
銃
器
を
使
用
し
た
凶
悪
犯
罪
や
薬
物
組
織
犯
罪

へ
の
対
策
も
強
化
す
る
こ
と
。

二　

警
察
官
を
増
員
し
、
人
口
に
比
し
て
警
察
官
の
少
な
い
地
域
へ
重
点
配

分
す
る
と
と
も
に
、
警
察
官
Ｏ
Ｂ
等
の
活
用
や
交
通
警
察
の
一
部
民
間
化

に
よ
り
交
番
・
駐
在
所
の
整
備
充
実
を
期
す
こ
と
。

三　

警
備
業
者
等
を
活
用
し
地
域
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
強
化
し
た
り
、
防
犯
効

果
の
大
き
い
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
成
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
識

啓
発
を
進
め
る
こ
と
。

四　

留
置
場
・
拘
置
所
な
ど
治
安
関
係
施
設
の
整
備
拡
充
を
図
る
こ
と
。

五　

犯
罪
防
止
の
立
場
か
ら
毅
然
た
る
入
国
管
理
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

六　

青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
の
推
進
と
あ
わ
せ
、
軽
微
な
少
年
犯
罪

の
放
置
が
犯
罪
の
増
発
・
凶
悪
化
に
発
展
す
る
傾
向
性
を
重
視
し
、

少
年
非
行
防
止
、
薬
物
乱
用
防
止
対
策
、
暴
走
族
対
策
等
を
強
化
す
る

こ
と
。

　

携
帯
電
話
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
を
含
む
）
の
加
入
台
数
は
、
今
年
三
月
に
八
千
万
台

を
超
え
、
国
民
の
七
割
以
上
が
携
帯
電
話
を
持
っ
て
お
り
、
今
や
国
民
に

と
っ
て
携
帯
電
話
は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な

ア
イ
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

　

特
に
二
十
代
の
若
者
の
所
有
率
は
約
九
割
近
く
に
上
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

爆
発
的
に
普
及
し
て
き
た
一
方
で
、
携
帯
電
話
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
、

不
満
を
感
じ
て
い
る
国
民
も
多
い
。
そ
の
一
つ
に
、
携
帯
電
話
の
会
社
を

変
更
す
る
と
「
携
帯
電
話
番
号
」
ま
で
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、
他
の
会
社

に
変
更
し
た
く
て
も
、
事
実
上
で
き
な
い
と
い
う
利
用
者
の
声
が
あ
る
。

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
英
国
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
諸
外
国
で
は
、

利
用
者
へ
の
「
サ
ー
ビ
ス
重
視
」
の
観
点
か
ら
、
携
帯
電
話
番
号
を
変
え
ず

に
契
約
会
社
を
変
更
で
き
る
「
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
番
号
持
ち
運
び

制
度
）
」
の
導
入
が
義
務
化
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
こ
の
「
番
号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
」
が
実
現
す
れ
ば
、
利
用
者
が
事
業
者
を
変
更
し
や
す
く

な
る
た
め
「
事
業
者
間
の
競
争
促
進
」
に
つ
な
が
り
、
結
果
と
し
て
、
利
用

者
へ
の
利
便
性
の
向
上
や
料
金
の
引
き
下
げ
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
と

の
指
摘
も
あ
る
。

　

本
議
会
に
お
い
て
、
「
携
帯
電
話
の
さ
ら
な
る
利
便
性
の
向
上
と
料
金
の

引
き
下
げ
」
の
観
点
か
ら
、
次
の
三
点
の
諸
事
項
の
早
期
実
現
を
強
く
要
請

す
る
も
の
で
あ
る
。

記

一　

契
約
先
の
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
、
従
来
の
番
号
を
利
用

で
き
る
「
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
番
号
持
ち
運
び
制
度
）
」
を
導
入

す
る
こ
と
。

　

そ
の
際
、事
業
者
に
対
す
る
税
制
上
の
支
援
措
置
等
を
検
討
す
る
こ
と
。

二　

「
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
」
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
の
当
面
の
措
置

と
し
て
、
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
場
合
で
も
、
契
約
変
更
先
の
携
帯

電
話
番
号
を
通
知
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
早
期
導
入
す
る
こ
と
。

三　

携
帯
電
話
の
通
話
料
金
を
さ
ら
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

「
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
」
「
よ
り
一
層
の
競
争
促
進
」
の
観
点

か
ら
、
以
上
の
三
項
目
が
実
現
で
き
る
よ
う
政
府
及
び
担
当
省
庁
は
、

税
制
上
の
支
援
を
は
じ
め
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。

　
　
　

　

就
学
困
難
な
児
童
生
徒
に
学
用
品
な
ど
を
支
給
す
る
就
学
援
助
が
、
不
況

の
中
ふ
え
続
け
、
二
○
○
二
年
度
は
百
十
五
万
人
に
達
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
国
の
補
助
は
減
り
続
け
、
昨
年
度
は
就
学
援
助
費
総
額
の
二
割

強
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
分
自
治
体
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　

就
学
援
助
制
度
は
、
「
教
育
の
機
会
均
等
」
を
保
障
し
た
憲
法
と
教
育

基
本
法
な
ど
に
沿
っ
て
制
定
さ
れ
た
就
学
奨
励
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
就
学

奨
励
法
施
行
令
は
、
対
象
者
数
に
国
が
決
め
た
単
価
を
乗
じ
た
総
額
の
二
分

の
一
を
国
が
補
助
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
全
国
の
市
町
村
が
給
付
し
た
昨
年
度
の
援
助
総
額
は
約
三
百

十
三
億
円
に
な
る
の
に
、
国
の
補
助
額
は
七
十
四
億
円
で
補
助
率
は
二
三
・

七
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

長
引
く
不
況
の
影
響
で
対
象
者
が
ふ
え
続
け
て
い
る
の
に
、
来
年
度
の

文
部
科
学
省
の
概
算
要
求
は
、
今
年
度
予
算
を
下
回
り
七
十
一
億
円
で
、

対
象
者
も
四
十
万
人
に
す
ぎ
な
い
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
就
学
援
助
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
増
額
を
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

　

神
奈
川
県
逗
子
市
と
一
部
横
浜
市
に
広
が
る
「
池
子
の
森
」
の
横
浜
市
域

分
に
、
約
八
百
戸
の
米
海
軍
住
宅
追
加
建
設
を
国
は
計
画
し
進
め
よ
う
と

し
て
い
る
。

　

地
元
逗
子
市
な
ど
は
、
約
二
百
九
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
緑
豊
か
な
自
然

林
で
あ
る
「
池
子
の
森
」
を
壊
し
、
米
海
軍
住
宅
の
増
設
を
進
め
る
こ
と
に

強
く
反
対
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
米
軍
は
横
須
賀
を
母
港
と
す
る
空
母
を
５
年
後
に
原
子
力
空
母
に

か
え
る
構
想
を
も
ち
、
そ
の
た
め
の
兵
員
増
加
に
対
応
し
た
住
宅
増
設
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
米
軍
機
に
よ
る
爆
音
解
消
を

願
う
厚
木
基
地
周
辺
住
民
の
意
思
に
反
し
、一
層
の
騒
音
増
加
を
も
た
ら
し
、

厚
木
基
地
の
強
化
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
絶
対
に
容
認
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
厚
木
基
地
の
航
空
機
騒
音
の
一
層
の
増
大
を
も
た

ら
す
「
池
子
の
森
」
へ
の
米
軍
住
宅
増
設
に
強
く
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

　

雇
用
不
安
の
拡
大
は
、
国
民
の
暮
ら
し
と
日
本
経
済
に
深
刻
な
打
撃
と

な
っ
て
い
る
。

　

今
こ
そ
安
定
し
た
雇
用
を
ふ
や
す
た
め
の
雇
用
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
深
刻
な
雇
用
を
め
ぐ
る
現
状
を
一
歩
で
も
前
進

さ
せ
る
と
い
う
立
場
か
ら
政
府
に
対
し
て
、
次
の
四
項
目
の
施
策
の
実
現
を

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

一　

長
時
間
労
働
・
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
な
く
し
、
新
規
雇
用
を
ふ
や
す
施
策

の
展
開
を
は
か
る
こ
と
。

二　

「
フ
リ
ー
タ
ー
」
の
労
働
条
件
改
善
と
正
社
員
採
用
な
ど
で
、
若
者
の

雇
用
拡
大
を
は
か
る
こ
と
。

三　

国
民
の
暮
ら
し
に
必
要
な
分
野
で
の
人
手
不
足
を
解
消
し
て
雇
用
を

ふ
や
す
こ
と
。

四　

国
は
自
治
体
の
雇
用
対
策
に
財
政
支
援
を
行
う
枠
組
み
を
つ
く
る
こ
と
。

　
　
　

　

現
在
、
国
民
的
関
心
ご
と
と
な
っ
て
い
る
北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
ら
致

事
件
と
同
根
の
問
題
と
し
て
、
一
日
も
早
い
救
出
が
求
め
ら
れ
る
懸
案
に
、

中
国
当
局
に
よ
る
金
子
容
子
さ
ん
不
当
拘
束
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

母
国
中
国
に
い
た
こ
ろ
か
ら
法
輪
功
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
金
子
容
子
さ
ん

（
三
十
八
歳
、
中
国
出
身
）
は
嫁
ぎ
先
で
あ
る
新
潟
県
佐
渡
島
羽
茂
町
で
夫

の
金
子
篤
志
さ
ん
と
幸
せ
な
日
々
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成

十
四
年
五
月
に
中
国
へ
一
時
帰
国
し
た
際
、
政
府
当
局
に
よ
る
法
輪
功
弾
圧

の
実
態
を
目
の
当
た
り
に
し
た
彼
女
は
、
同
行
し
て
い
た
二
人
の
日
本
人

女
性
と
と
も
に
法
輪
功
迫
害
の
真
相
を
伝
え
る
資
料
を
北
京
市
内
で
道
行
く

人
々
に
配
布
し
た
と
こ
ろ
、
公
安
当
局
に
逮
捕
、
監
禁
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

二
人
の
日
本
人
女
性
は
そ
の
後
日
本
へ
強
制
送
還
さ
れ
ま
し
た
が
、
彼
女

に
は
一
年
六
ヶ
月
の
強
制
労
働
が
言
い
渡
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
多
く
の
無
実
の
法
輪
功
愛
好
者
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、

彼
女
の
身
に
も
大
変
な
危
機
が
迫
っ
て
い
ま
す
。

　

よ
っ
て
本
市
議
会
は
、
北
朝
鮮
に
よ
る
ら
致
被
害
者
の
救
出
同
様
、
人
道

的
見
地
に
立
っ
て
、
日
本
人
の
妻
で
あ
る
金
子
容
子
さ
ん
の
早
期
救
出
に

全
力
を
尽
く
す
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

　
　
　

　

現
在
国
民
は
、
公
的
年
金
制
度
に
対
し
て
不
安
・
不
信
を
高
め
て
い
ま

す
。

　

と
り
わ
け
、
国
民
年
金
で
は
保
険
料
未
納
者
が
増
加
し
て
お
り
、
将
来
に

お
け
る
無
年
金
者
や
低
年
金
者
の
増
大
が
予
想
さ
れ
、
年
金
制
度
の
空
洞
化

が
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
回
復
し
、
ま
た
、
将
来
に

わ
た
り
安
定
し
た
制
度
と
す
る
た
め
、
二
○
○
○
年
改
正
国
民
年
金
法
附
則

に
あ
る
と
お
り
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
を
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一

に
引
き
上
げ
る
な
ど
、
制
度
基
盤
の
安
定
化
を
図
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題

で
す
。

　

つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

記

一　

基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
を
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
へ
と
、
早
急

に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

二　

国
庫
負
担
引
き
上
げ
分
に
見
合
う
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
等

の
保
険
料
で
一
％
、
国
民
年
金
保
険
料
で
三
千
円
を
引
き
下
げ
る
こ
と
。

　
　

　

わ
が
国
の
パ
ー
ト
労
働
者
は
、
二
○
○
二
年
に
は
千
二
百
万
人
を
超
え
、

雇
用
労
働
者
の
二
○
％
以
上
を
占
め
、
い
ま
や
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま

す
。

　

パ
ー
ト
労
働
者
等
は
、
雇
用
期
間
の
定
め
の
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
に

比
べ
、
賃
金
や
労
働
条
件
な
ど
の
処
遇
に
お
い
て
大
き
な
格
差
が
あ
る
な
ど

多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
大
部
分
は

女
性
で
あ
り
、
特
に
子
育
て
後
の
女
性
の
多
く
が
家
庭
の
経
済
事
情
の
た
め

に
や
む
な
く
処
遇
の
低
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
選
ん
で
お
り
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
が
良
好
な
就
労
形
態
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

短
時
間
労
働
な
ど
柔
軟
で
多
様
な
働
き
方
が
広
が
っ
て
い
く
中
で
、
労
働

者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
等
を
良
好
な
就
労
形
態
の
ひ
と
つ
と
し
て
選
択
で

き
る
よ
う
、
適
正
な
労
働
条
件
の
整
備
を
法
律
に
よ
っ
て
確
立
す
る
こ
と
を

求
め
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
国
際
的
に
も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
七
十
五
号
条
約
に
お
い
て
、

①
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
労
働
者
が
自
由
に
選
択
す
べ
き
も
の
、
②
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
権
利
と
労
働
条
件
は
、
比
較
し
う
る
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

者
と
均
等
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
十
一
号
条
約
は
、
雇
用
と
職
業
に
お
け
る
す
べ
て
の
差
別
を

撤
廃
す
る
よ
う
求
め
る
条
約
で
、
条
約
批
准
国
に
差
別
待
遇
廃
止
の
た
め
の

政
策
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　

つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

記

一　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
お
よ
び
有
期
契
約
労
働
者
の
均
等
待
遇
を
確
保

す
る
法
制
定
を
行
う
こ
と
。

二　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
七
十
五
号
条
約
並
び
に
第
百
十
一
号
条
約
を
す
み
や
か
に

批
准
す
る
こ
と
。

　

犯
罪
防
止
の
た
め
の
治
安
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書

　

携
帯
電
話
の
利
便
性
の
向
上
と
料
金
引
き
下
げ
を
求
め
る
意
見
書

　

就
学
援
助
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
増
額
を
強
く
求
め
る
意
見
書

　

「
池
子
の
森
」
へ
の
米
軍
住
宅
増
設
に
強
く
反
対
す
る
意
見
書

　

安
定
し
た
雇
用
を
ふ
や
す
た
め
の
雇
用
対
策
を
強
く
求
め
る
意
見
書

　

金
子
容
子
さ
ん
の
早
期
救
出
を
求
め
る
意
見
書

　

基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
の
引
き
上
げ
を
求
め
る
意
見
書

パ
ー
ト
労
働
者
お
よ
び
有
期
契
約
労
働
者
の
適
正
な
労
働
条
件
の
整
備

お
よ
び
均
等
待
遇
を
求
め
る
意
見
書


